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一

徹
翁
義
亨
の
参
禅
の
師

徹
翁
義
亨

(
一
二
九
五
～

一
三
六
九
)
の
伝
記
と
し
て
は
、
大
徳
寺
第
十
七
世
大
模
宗
範
下
の
春
作
禅
興
が
、
応
永
三
十
二
年

(
一
四
二
五
)

に
編
述
し
た

『徹
翁
行
状
』

一
種
が
あ
り
、
「続
群
書
類
従
」
九

・
下
、

「大
正
蔵
経
」
八

一
～

一
、
並
び
に

『龍
宝

五
祖
伝
』
等
に
収
録

さ
れ

て
い
る
。

し
か

し
、
こ
の
『行
状
』
に
は
矛
盾
す
る
記
述
が
多
く
、
ま
た
徹
翁
の
伝
を
研
究
す
る
史
家
も
、
こ
の
矛
盾
す
る
史
実

の
究
明
を
拗
郷
し

た
ま
ま
今
目
に
至

っ
て
い
る
。
本
稿
は
こ
の
史
実
の
矛
盾
を
解
決
す
る
た
め
の

一
つ
の
試
案
で
あ
る
。

徹
翁

の

『行
状
』
に
よ
る
と
、
徹
翁
は
山
陰
道

の
出
雲

の
国
の
生
ま
れ
。
遷
化
の
年

の
応
安
二
年

(
=
三
ハ
九
)
か
ら
世
寿
七
十
五
歳
を

じ

逆
算
す
る
と
、
お
よ
そ
永
仁
三
年

(
一
二
九
五
)
の
出
生
と
な
る
。
俗
姓
は
宇
多
源
氏
。
六
歳

(正
安
二
年
、
一
三
〇
〇
)
よ
り
此
の
事
有
る
こ

と
を
聞
き
、
直
に
万
法
の
根
源
を
究
め
ん
こ
と
を
志
し
た
。
十
九
歳

(正
和
二
年
、

;
=

三
)
に
し
て
出
家
、
錫
を
振

っ
て
東
上
、
建
仁
寺

の
鏡
堂
覚
円

(
一
二
四
四
～
一
三
〇
六
)
を
礼
し
て
、
以
て
師
と
為
す
、
と
あ
る
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
徹
翁

の
行
状
の
最
初
の
矛
盾
に
逢
着

す
る
。
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『
延
宝
伝
燈
録
』
の
鏡
堂
覚
円
の
伝
に
よ
る
と
、
鏡
堂
が
建
仁
寺
第
十
六
世
住
持
と
な
る
の
は
正
安

二
年

(
一
三
〇
〇
)
の
こ
と
で
あ
り
、

嘉
元
四
年

(
一
三
〇
六
)
の
九
月
二
十
六
目
、
建
仁
寺
住
持

の
ま
ま
で
示
寂
し
て
い
る
。
故
に
鏡
堂
の
建
仁
住
山
の
期

間
は
、
正
安

二
年
よ

り
嘉

元
四
年
ま
で
の
七
年
間
と
な
る
。
徹
翁
の

『行
状
』
に
よ
れ
ば
、
徹
翁
の
出
家
は
十
九
歳

(
一
三
一
三
)
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
以
後

東
上

し
て
建
仁
寺
の
鏡
堂
に
参
ず
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
鏡
堂
は
先
述

の
如
く
嘉
元
四
年

(
一
三
〇
六
)
の
九
月
に
遷
化
し
て
い

る
か
ら
、
徹
翁
の
出
家
は
鏡
堂
の
寂
後
七
年
目
に
当
り
、
若
し
徹
翁
の

『行
状
』
が
正
し
け
れ
ば
、
徹
翁
の
鏡
堂

へ
の
参
禅
は
あ
り
得
な

い
こ
と
に
な
る
。

つ
い
で

『行
状
』
で
は
徹
翁
が
法
兄
に
対
し
て

「天
下
方
今
真

の
善
知
識
あ
り
や
」
と
質
問
し
、
法
兄
よ
り

「関
東
な
ら
ば
仏
国
禅
師
、

京
師
な
れ
ば
大
光
国
師
」
と

の
返
答
を
得
て
、
即
日
大
光
に
参
じ
た
と
あ
る
。
仏
国
禅
師
は
高
峰
顕
日

(
=
一四
一
～

;
=

六
)
で
あ
る
が
、

大
光

国
師
に
は
当
時
普
照
大
光
国
師
と
仏
燈
大
光
国
師
の
二
師
が
あ
り
、
ど
ち
ら
の
大
光
国
師
に
参
じ
た
の
か
確
と
し
た
定
説
は
な

い
。

卍
元
師
蛮
は

『
延
宝
伝
燈
録
』
の
徹
翁
の
伝
で
は
普
照
大
光
国
師
、
即
ち
通
翁
鏡
円

(
一
二
五
八
～

一
三
二
五
)
と
し
、
通
翁
順
世
の
後
、
引

き
続

き
宗
峰
妙
超
に
参
じ
た
と
す
る
。
し
か
し

『徹
翁
行
状
』
で
は

「国
師

(宗
峰
妙
超
)
時
栖
止
干
東
山
雲
居
」
と
し
て
、
こ
の
時
宗
峰

は
東

山
雲
居
寺
に
長
養
中
と
す
る
。
通
翁
の
示
寂
は
正
中

二
年

(
一
三
二
五
、
閏
正
月
二
+
七
日
)
の
こ
と
で
あ
り
、
宗
峰

の
雲
居
寺
で
の
聖
胎

長
養

は
、
延
慶
二
年

(
一
三
〇
九
)
か
ら
お
よ
そ
正
和
四
年

(
;
=

五
)
頃
ま
で
の
間
と
さ
れ
る
か
ら
、
通
翁
示
寂

の
正
中
二
年
後
に
、
徹

翁
が
雲
居
滞
留
中
の
宗
峰
に
参
ず
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
る
。

も
う
ひ
と
り
の
大
光
国
師
は
、
仏
燈
大
光
国
師
約
翁
徳
倹

(
一
二
四
五
～

一
三
二
〇
)
で
あ
る
。
『仏
燈
国
師
約
翁
和
尚
無
相
之
塔
銘
』
(以

後

『塔
銘
』
と
略
称
す
る
)
に
よ
る
と
、
約
翁
は
永
仁
四
年

(
一
二
九
六
)
鎌
倉
に
長
勝
寺
を
開
創
、

つ
い
で
同
地
の
東
勝
寺
、
禅
興
寺
、
浄
妙

寺
を
歴
住
し
、
嘉
元
四
年

(
一
三
〇
六
)
幕
命
に
よ
り
上
京
、
建
仁
寺
に
住
山
。
延
慶

二
年

(
一
三
〇
九
)
八
月
に
は
建

仁
寺
を
退
い
て
鎌
倉

に
帰
休
、
翌
延
慶
三
年

二
月
八
日
建
長
寺
に
入
寺
。
そ
の
後
の
文
保

二
年

(
;
二

八
)、
後
宇
多
上
皇

の
命
に
よ

っ
て
南
禅
寺
に
入
寺
、
二

年
後

の
元
応
二
年

(
一
三
二
〇
)、
南
禅
住
山
中
に
遷
化
し
た
。
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徹
翁

が
参
じ
た
の
は
京
師
の
大
光
国
師
で
あ
る
か
ら
、
大
光
が
若
し
約
翁
と
す
れ
ば
、
約
翁
の
建
仁
住
山
中

(
一
三
〇
六
～
九
)
か
、
若
し

く
は
南
禅
住
山
中

(
;

二
八
～
二
〇
)
に
参
じ
た

こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
約
翁

の
建
仁
住
山
中
は
ま
だ
徹
翁
は
出
家

以
前
で
あ
り
、
出
雲

に
在

っ
て
上
京
し
て
は
い
な
い
し
、
一
方
南
禅
住
山
中
の
約
翁
に
参
禅
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
後
徹
翁
は
雲
居
寺
滞
留
中

(
一
三
〇
九
～
一
五
)

の
宗
峰

に
は
参
ず
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
る
。

こ
の
辺
で
従
来
の
史
家
は
大
光
国
師

の
穿
難
を
あ
き
ら
め
て
、
単
に
大
光
国
師
と
呼
ぶ
こ

と
に
終
始
し
、
問
題
の
解
決
を
先
き
送
り
し
て
い
る
。
徹
翁
の

『行
状
』
を
も
う

一
度
読
み
直
し
て
み
よ
う
。

徹
翁

が

一
番
最
初
入
門
し
た
参
禅
の
師
は
鏡
堂
覚
円
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
が
果
し
て
史
実
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
。
お
そ
ら
く

こ
の
こ
と
は
史
実
と
信
じ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
鏡
堂
剃
度

の
弟
子
に
無
雲
義
天
、
寿
峰
義
登
等
が
あ
り
、
鏡
堂
下
の
列
系
字
が
義

の
字
で

あ
る
こ
と
が
知
ら
れ

て
い
る
の
で
、
徹
翁
が
鏡
堂

の
会
下
に
あ

っ
て
義
亨
と
安
名
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
鏡
堂
剃
度
の
弟
子
で
あ
る
何

よ
り

の
証
拠
と
な
ろ
う
。
勿
論
徹
翁
十
九
歳

(
;
=

三
)
出
家
後
の
鏡
堂

へ
の
参
禅
は
先
述

の
如
く
あ
り
得
な
い
が

、
鏡
堂
建
仁
住
山
中

の
正
安

二
年

(
一
三
〇
〇
)
か
ら
嘉
元
四
年

(
一
三
〇
六
)
の
問
な
ら
ば
、
師
事
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
即
ち
徹
翁

六
歳
か
ら
十

二
歳
ま

じ

で
の
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
徹
翁
は
六
歳
に
し
て
既
に
此
の
事
あ
る
こ
と
を
聞

い
て
、
直
に
万
法
の
根
源
を
究
め

ん
と
志
し
た
程

の
器

量
の
人
物
で
あ
る
。
十
九
歳
の
出
家
は
い
さ
さ
か
遅
き
に
失
す
る
感
が
し
な
い
で
も
な
い
。
む
し
ろ
徹
翁
六
歳
か
ら

十
二
歳
ま
で
の
間
の

鏡
堂

へ
の
参
禅

の
方
が
、
よ
り
妥
当
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
辺
の
事
情
を
勘
案
し
た

の
か
、
卍
元
師
蛮
の

『
延
宝
伝
燈
録
』
の

徹
翁

の
伝
で
は
、

「甫
六
載
早
志
菩
提
。
投
建
仁
鏡
堂
円
。
十
九
剃
具
」
と
し
て
、
十
九
歳
以
前
に
鏡
堂
に
参
ぜ
し
め

る
記
述
と
な

っ
て
い

る
(駒
沢
の

『禅
学
大
辞
典
』
の
記
述
も
こ
の
説
に
よ
っ
て
い
る
)。

一
方

『
天
沢
東
胤
録
』
の
徹
翁
伝
で
は
、
鏡
堂
覚
円
に
就
い
た
後
、
「大
光
国
師
」
に
参
禅
す
る
記
述
を
省
い
て
し
ま

っ
て
、
直
ち
に
宗

峰
妙
超
に
参
ず
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

筆

者
は
先
き
に

『
禅
文
化
』

一
七

一
号
の
拙
論

「関
山
に
慧
眼

の
諦
を
与
え
た
禅
匠
」
の
中
で
、
関
山
、
無
因
、
日
峰
、
雪
江
ら
の
仏

門
に
投
じ
た
禅
僧

の
最
初

の
年
齢
を
お
よ
そ
九
歳
頃
と
し
て
、
九
歳
が
童
行
と
し
て
、
あ
る
い
は
沙
弥
と
し
て
禅
寺

の
生
活
に
耐
え
得
る
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一
般

的
な
年
齢
で
あ
ろ
う
と
論
述
し
た
が
、

こ
こ
で
も
仮
り
に
徹
翁
の
出
家
を
九
歳
と
想
定
し
て
み
る
と
ど
う
な
る
か
、
以
下
に
み
て
み

よ
う
。

徹

翁
の
九
歳
は
嘉
元
元
年

(
一
三
〇
三
)
に
当
る
。
建
仁
寺
に
は
既
に
正
安
二
年

(
一
三
〇
〇
)
に
入
寺
し
た
鏡
堂
が
住
山
中
で
あ
り
、
出

雲
か
ら
上
洛
し
た
徹
翁
が
鏡
堂
門
下
に
掛
搭
す
る
こ
と
に
何
の
支
障
も
な

い
こ
と
に
な
る
。
か
く
て
徹
翁
の
修
行

の
日
々
が
始
ま
る
こ
と

に
な

る
。
し
か
し
そ
れ
よ
り
三
年
後
の
嘉
元
四
年

(
一
三
〇
六
)
九
月
二
十
六
日
、
鏡
堂
は
建
仁
寺

で
示
寂
す
る
。
世
寿
六
十
三
歳
。
徹
翁

は
十

二
歳
と
な

っ
て
い
た
が
、
若
く
し
て
受
業
師
を
失
い
今
後
自
分
の
就
く
べ
き
参
禅

の
師
に
つ
い
て
思
い
悩
む
こ
と
も
あ

っ
た
ろ
う
。

そ
れ

が

『
徹
翁
行
状
』
に
見
え
る
以
下
の
如
き
問
答
と
な

っ
て
あ
ら
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

「
一
日
謂
其
法
兄
日
、
天
下
方
今
有
真
善
知
識
否
。
日
、
有
。
日
、
誰
。
日
、
関
東
仏
国
禅
師
、
京
師
大
光
国
師

。
即
日
往
参
大
光

」
。

こ

の
大
光
国
師
は
、
鏡
堂
示
寂
後
幕
命
に
よ

っ
て
建
仁
寺
第
十
七
世
と
な

っ
た
、
約
翁
徳
倹

(仏
燈
大
光
国
師
)
そ
の
人
で
あ
る
。
徳
治
元

年

(
一
三
〇
六
、
+
二
月
+
四
日
で
嘉
元
四
年
が
徳
治
と
改
元
さ
れ
る
)
十
二
月
三
十
日
入
院
。
徹
翁
が
鏡
堂
覚
円
の
後
継
住
持

た
る
約
翁
徳
倹
に
参

ず
る
こ
と
に
、
何
ら
の
支
障
も
生
じ
な

い
。
ご
く
自
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
約
翁
に
参
じ
た
徹
翁
が

一
時
出
雲
に
帰
郷
し
た
か
、

あ
る

い
は
行
脚
の
旅
に
出
る
こ
と
が
あ

っ
た

の
か
、
し
ば
ら
く
建
仁
寺
に
不
在

で
あ

っ
た
。
『徹
翁
行
状
』
に
よ
る
と
、

「逮
干
再
参
。
恰

値
大
光

適
異
国
而
不
在
。
到
門
看
嘆
日
。
我
福
縁
浅
薄
。
不
及
再
見
。
」
と
あ
る
。
先
述
し
た
如
く
約
翁
の

『塔
銘
』
に
よ
れ
ば
、
約
翁
は

延
慶

二
年

(
一
三
〇
九
)
八
月
、
建
仁
寺
を
退
い
て
関
東
に
帰
休
、
翌
春
鎌
倉

の
建
長
寺
に
住
山
し
て
い
る
。
若
し
徹

翁
が
延
慶
二
年
八
月

以
前

に
建
仁
寺
を
下
山
し
、
九
月
以
降
に
再
参
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
「大
光
適
異
国
而
不
在
」
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
こ
と
に
な
り
、

『徹
翁
行
状
』
の
記
述
と
何
ら
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
は
無
く
な
る
。

延
慶

二
年
九
月
以
降
、
約
翁
と
再
見
不
能
と
な

っ
た
徹
翁

(当
時
+
五
歳
)
は
、
「我
福
縁
浅
薄
」
と
自
分
の
不
幸
を
慨
く
が
、
「時
有
異
僧
。



指
教
見
大
燈
国
師
。
国
師
時
栖
止
干
東
山
雲
居
」
と
あ
り
、

こ
こ
に
於
い
て
徹
翁
の
大
成
が
約
束
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

当
時
雲
居
寺
に
滞
在
中
の
宗
峰
妙
超

(大
燈
国
師
)
に
参
ず
る
こ
と
に
な
り
、

要
す

る
に
、
『徹
翁
行
状
』
の
年
十
九
に
し
て
出
家
す
る
と
い
う
記
述
を
、
年
九
歳
に
し
て
出
家
す
る
と
改
め
る
だ
け

で
、
『
行
状
』
の
す

べ
て
の
矛
盾
が

一
挙
に
氷
釈
し
、
『
行
状
』
は
見
事
に
整
合
性
を
と
り
も
ど
す
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
く
春
作
禅
興
が
行
状
編
述
の
時
、
出

家

の
年
齢
を
九
歳
と
す
べ
き
と
こ
ろ
を
、
誤

っ
て
十
九
歳
と
記
述
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
写
本

の
伝
写
の
過
程
、
出
版

の
過
程
で
写
し
誤

っ

た
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
。
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二

滅
宗
宗
興
と
無
因
宗
因
は
同
族
か

尾
張

一
宮
妙
興
寺
開
創
者

の
滅
宗
宗
興

(
;

=
○
～
八
二
)
と
、
妙
心
寺
第

四
世
無
因
宗
因

(
一
三
二
六
～

一
四
一
〇
)
を

同
族
の
出
身
者
と

す
る
説
が
広
く
行
わ
れ
て
い
る
が
、
果
た
し
て
同
族
で
あ

っ
た
か
と
い
う
設
問
で
あ
る
。

滅
宗

の
伝
記
と
し
て
は
、
滅
宗
寂
後
七
十

一
年
の
享
徳

二
年

(
一
四
五
三
)
七
月
十

一
日
、
滅
宗
法
孫
の
無
隠
徳
吾
に
よ

っ
て
編
述
さ
れ

た

『妙

興
開
山
円
光
大
照
禅
師
行
状
』
(『続
群
書
類
従
』
五
・
下
)
が
あ
る
。
同
書
に
よ
る
と
滅
宗
は
、
「尾
州
中
島
郡
人
。
其
先
嵯
峨
天
皇
第

十

二
子
河
原
院
也
。
以
延
慶

三
年
庚
戌
歳
生
於
源
氏
」
と
見
え
る
。
即
ち
嵯
峨
天
皇
第
十
二
子
の
河
原
院

(左
大
臣
源
融
)
の
末
喬
に
当
る
嵯

峨
源
氏
に
属
す
る
人
と
さ
れ
る
。
こ
の
嵯
峨
源
氏
の
末
流
が
、
お
そ
ら
く
平
安
末
期
ご
ろ
ま
で
に
尾
張
国
中
島
郡
に
土
着

し
、
地
名
を
と

っ

て
中
島

氏
を
称
す
る
よ
う
に
な

っ
た
と
す
る
説
で
あ
る
。

}
方
中
島
氏
に

つ
い
て
は

『
日
本
地
名
大
系
』
二
三
で
は
天
平
六
年

(七
三
四
)
中
島
氏
の
祖
と
み
ら
れ
る
郡
司
中
島
連
東
人

(『尾
張
国

正
税
帳
』)
以
来
、
中
島
氏
は
こ
こ
を
本
拠
と
し
、
在
庁
官
人
と
し
て
国
府
に
お

い
て
地
方
行
政
を
担

っ
て
い
た
と
み
る
説
も
あ
る
。

承
久

の
乱
の
時
、
中
島
氏
は
朝
廷
側
と
な

っ
た
の
で
、
…鎌
倉
幕
府
に
所
領
を
没
収
さ
れ
た
溺
、
そ
の
後
愁
訴
に
及
ん

で
返
還
さ
れ
た
。
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当
時

の
中
島
氏
の
当
主
は
中
島
宣
長
と
伝
え
ら
れ
る
。
『
吾
妻
鏡
』
に
よ
れ
ば
、
延
応
元
年

(
一
二
一二
九
)
九
月
に
屋
敷
田
畑
を
返
さ
れ
て
い

る
。鎌

倉

末
期
に
は
中
島
氏
は
大
介
職
と
し
て
惣
領
家
の
地
位
を
築
き
、
居
館
や
広
大
な
耕
地
を
所
領
し
た
。
尾
張

の
国
衙
領
の
名
主
職
を

つ
と
め
た
尾
張
氏
の

一
族
、
尾
張
宣
俊
が
、
延
慶

二
年

(
一
三
〇
九
)
と
正
和
三
年

(
;
二

四
)
の
二
度
に
わ
た

っ
て
、
中
島
郡
長
谷
村
に

あ
る
所
領
を
、
中
島
又
三
郎
秀
宣
と
い
う
も

の
に
譲

っ
た
り
、
あ
る
い
は
売
り
わ
た
し
た
り
し
て
い
る

(三

宮
市
史

・
資
料
編
五
』
七
.
九
号
)

が
、
ま
さ
に
そ
の
頃
、
延
慶
三
年

(
;
二

〇
)、
滅
宗

の

『
行
状
』
に
よ
る
と
、
尾
張
国
中
島
郡
中
島
村

の
城
主
中
島
蔵
人
の
子
と
し
て
、

滅
宗
は
生
誕
し
て
い
る
。

滅
宗

の
父
の
友
人
に
大
応
国
師
南
浦
紹
明
の
法
嗣

の
柏
庵
宗
意
が
あ

っ
た
。
滅
宗
が
母
の
胎
中
に
宿

っ
た
こ
と
を
知

っ
た
父
は
、
若
し

男
児
が
生
ま
れ
た
な
ら
ば
柏
庵

の
弟
子
に
し
よ
う
と
申
出
た
。
と
こ
ろ
が
柏
庵
は
自
分
の
弟
子
に
す
る
こ
と
は
辞
退
し
、
自
分
の
師
匠
の

南
浦
紹
明
の
弟
子
に
し
よ
う
と
答
え
た
。
し
か
し
南
浦
は
延
慶
二
年

(
一
三
〇
九
)
十
二
月
二
十
九
日
示
寂
し
て
い
る

の
で
、
滅
宗
の
生
誕

は
南
浦

示
寂
後
と
な
る
。

や
が

て
成
長
し
た
滅
宗
は
建
長
寺
の
天
源
庵

(南
浦
の
塔
所
)
の
柏
庵
宗
意
の
も
と
に
到
り
、
滅
宗
の
父
と
柏
庵
と
の
約
束
を
語
り
そ
の
門

に
入
ら

ん
こ
と
を
乞
い
、
柏
庵
は

一
見
し
て
こ
れ
を
器
許
し
た
。
滅
宗
は
天
源
庵
に
在

っ
て
柏
庵
に
随
侍
す
る
こ
と
数
年
、
改
め
て
籍
を

建
長
寺

に
掛
け
た
。
柏
庵
は
多
年
秘
蔵
護
持
し
た
南
浦

の
頂
相
を
、
滅
宗
と

の
宿
契
浅
か
ら
ず
と
し
て
滅
宗
に
与
え
た

。
南
浦
の
頂
相
を

得
て
滅
宗
は
日
夜
住
拝
し
、

一
日
遂
に
南
浦
の
頂
相

の
前
で
嗣
法

の
香
を
焚

い
て
、
南
浦
の
法
を
嗣
ぐ
意
を
表
明
し
、
柏
庵
も
そ
の
こ
と

を
肯
が

っ
た
。
所
謂
遥
拝
嗣
法
、
拝
塔
嗣
法
の
類
に
当
る
。

そ
の
後
滅
宗
は
郷
里

へ
帰
り
、
貞
和
四
年

(
;

西
八
)
三
十
九
歳
よ
り
妙
興
寺
の
開
創
に
着
手
す
る
。
中
島
氏

一
族

(中
島
正
介
長
利
、
新

蔵
人
祐
俊
、
重
松
源
蔵
人
、
僧
宗
竺
等
)
も
あ
げ
て
妙
興
寺
の
開
創
に
力
を
寄
せ
る
。
工
事
は
貞
治
四
年

(
=
三
ハ
五
)
に
ま

で
及
び
、
実
に
前
後

十
八
年

の
歳
月
を
要
し
て
い
る
。
滅
宗
は
五
十
七
歳
に
達
し
て
い
た
。
開
創
着
手
よ
り
五
年
後
の
文
和
二
年

(
一
三
五
三
)
に
作
成
さ
れ
た
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寺
領
坪
付
注
文

(三

宮
市
史

・資
料
編
五
』
七
二
号
)
、
並
に
工
事
完
了
後
二
十
余
年
を
経
た
嘉
慶

二
年

(
一
三
八
八
)
の
寺

領
注
文

(『資
料
編
五
』

一
八
一
号
)
等
に
よ
る
と
、
中
島
氏

一
族

で
合
せ
て
八
十
八
町
九
段
余
の
寺
領
を
寄
進
し
て
い
る
。
こ
れ
は
妙
興
寺
領
全
体
の
二
十
六
%
に

当
る
。

一
方

妙
興
寺
開
創
に
先
き
だ

つ
貞
和
三
年
、
妙
興
寺

の
敷
地
と
な
る
中
島
郡
妙
興
寺
保

(妙
興
寺
開
創
以
前
に
存
在
し

〈実
体
不
明
〉、
滅
亡
し

た
旧
妙
興
寺
の
遺
跡
と
さ
れ
る
)
の
地
三
十
三
町
余
が
、
地
頭
荒
尾
宗
顕
よ
り
滅
宗
に
寄
進
さ
れ
、
ま
ず
開
創
の
基
盤
が
定
ま
り
、

つ
い
で
開

創
の
工
事
が
緒
に
つ
く
が
、
荒
尾
宗
顕
、
同
春
隆
父
子
の
所
領
寄
進
は
、
滅
宗
出
身

の
中
島
氏

一
族
よ
り
遥
か
に
上
ま
わ
り
、
以
後
三
十

年
間
に
荒
尾
氏
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
所
領
は
、寄
進

・
売
却
を
併
せ
て
最
終
的
に
妙
興
寺
領

の
約
六
割
に
も
及
ぶ
二
百
七
町
五
段
余
に
の
ぼ

っ

て
い
る
。

荒
尾
氏
は
知
多
郡
荒
尾
郷

(現
東
海
市
)
を
本
領
と
し
、
鎌
倉
幕
府
御
家
人
の
系
譜
を
ひ
く
国
人
で
あ
り
、
鎌
倉
時
代
末
期
か
ら
中
島
郡

内
に
若
干
の
所
領
を
も

っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
(『資
料
編
五
』
+
四
号
)。
『
太
平
記
』
巻

三
に
、
元
弘
の
乱
に
六
波

羅
方
と
し
て
戦

っ
た

荒
尾
九
郎
、
舎
弟
弥
五
郎
の
名
が
見
え
る
が
、
こ
の
尾
張
の
荒
尾
氏
の

一
族
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
建
武
政
権
下
で

は
所
領
没
収
の
憂
き
目
に
あ

っ
た
が
、
し
か
し
足
利
政
権
成
立
に
際
し
て
の
軍
功
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
、
十
四
世
紀
半
ば
に
は
中
島
郡
に

散
在
す
る
尾
張
国
国
衙
領
の
中

の
十
余
の
郷
保
地
頭
職
を
得
て
い
る
。

こ
の
荒
尾
氏
か
ら
無
因
宗
因
が
で
て
い
る
の
で
あ
る
。
無
因
の
伝
は

『
正
法
山
六
祖
伝
』
の
無
因
の
章
が
唯

一
の
も
の
で
、
雪
江
宗
深

下
の
東
陽
英
朝
が
、
明
応
五
年

(
一
四
九
六
)
に
編
述
し
て
い
る
。
無
因
寂
後
八
十
六
年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
伝
に
よ
る
と

「師
韓
宗
因
。

字
無
因
。
嗣
授
翁
。
尾
州
人
o
俗
姓
平
氏
荒
尾
族
也
。
九
歳
時
父
携
入
洛
。
到
東
山
建
仁
寺
。
投
天
潤
庵
然
可
翁
室
令
侍
奉
。
」
と
あ
り
、

無
因
は
尾
張
の
豪
族
翫

氏
の
出
身
で
あ
臥
こ
と
が
わ
か
る
・
士旦加暦
元
年

の
出
生
で
あ
る
が
建

武
元
年

(
一
三
三
四
)
九
歳
の
時

父
に

携
え
ら
れ
て
上
洛
し
、
建
仁
寺
天
潤
庵

の
可
翁
宗
然

(?
～

一
三
四
五
、
大
応
国
師
南
浦
紹
明
の
法
嗣
)
の
室
に
投
じ
て
い
る
。
中
島
氏
出
身

の
滅

宗
は
、
無
因
よ
り
十
六
歳
年
長

(当
時
二
+
五
歳
)
で
あ
る
か
ら
、
既
に
鎌
倉
の
建
長
寺
に
お
い
て
修
行
中
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
滅
宗
三
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十
九
歳

、
尾
張
中
島
郡
の
中
島
村
で
妙
興
寺
の
創
建
に
と
り
か
か
る
。
無
因
は
二
十
三
歳
、
ま
だ
建
仁
寺
に
掛
籍
中

で
あ

っ
た
。

筆
者

が
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
無
因
の
伝
に
見
え
る
俗
姓
平
氏
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
荒
尾
氏
が
平
氏
で
あ

る
こ
と
は
、
『
正
法

山
六
祖

伝
』
の
記
述
で
の
み
知
り
得
る
事
実
で
あ
る
が
、
荒
尾
氏
が
平
氏
で
あ
る
な
ら
ば
嵯
峨
源
氏
出
身
の
中
島
氏
と
は
同
族
で
は
な
い
。

若

し
中
島
氏
が
天
平
年
間
の
記
録
に
よ
る
郡
司
中
島
連
東
人
の
後
喬
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
荒
尾
氏
と
同
族
と
い
う

の
で
あ
れ
ば
平
氏

で
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
中
島
氏
が
源
姓
を
称
し
て
い
る
例
は

『
新
編

一
宮
市
史
』
中
に
も
頻
出
す
る
。
同
族
で
あ
る
証
明
が
必
要
と

な
ろ
う

。

荒

尾
氏
も
中
島
氏
も
と
も
に
妙
興
寺
の
開
創
に
つ
と
め
た
妙
興
寺
の
大
檀
越
で
は
あ
る
が
、
同
族
で
は
な

い
の
で
は
な

い
か
。
な
お
無

因
を
妙

心
寺
第
四
世
と
す
る
の
は
筆
者

の
持
説
で
あ
る
。


